
令和２年３月31日府立学校における臨時休業の取扱い 令和4年1月25日

学校による調査 学校の対応
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陽性者が確認された場合、本人
や保護者等から聞き取りを行い、
濃厚接触者の候補を特定し、
保健所にリストを提出する

濃厚接触者の候補者リスト作成の基準
※リストの添付資料：基本情報記入シート・行動歴記入シート 等

濃厚接触の可能性の判断 ※大阪府健康医療部HPより

陽性者の感染可能期間中に
 手で触れることのできる距離（目安として1ｍ)で、マスクなしで15分以上
話しをした者

 車内等で長時間（1時間以上）の接触があった者
 適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をしていた者
（例：医療従事者・介護職など）

 陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が
高い者（例：医療従事者・介護職など）

陽性者・濃厚接触者のみ出席を停止し、学校活動を継続
※濃厚接触者は陽性者との最終接触日の翌日から10日間自宅待機

【3日間の学級閉鎖】
直近3日間で陽性者及び濃厚接触者が複数（15%以上）確認された場合

【学年閉鎖】
複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合

【学校全体の臨時休業】
複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、
学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

教職員が濃厚接触者になり、10日を待たずに検査が陰性で
あった場合に待機を解除する取扱いの基準
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①予め事業の継続に必要である業務及び従事者を整理し、自宅待機の
短縮を実施するものを最小限に限定できること

②PCR検査又は抗原定量検査（やむを得ないときは抗原定性検査キット）
が実施できる体制がつくれること

③検査実施にあたっては、濃厚接触者になった職員の健康観察を確実に
行い、無症状であることを確認ができること

④10日を待たずに検査陰性により待機を解除された職員について、業務
以外の不要不急の外出の自粛、可能な限り公共交通機関以外での
通勤を指導できること

⑤保健所から体制の確認を求められた時に速やかに実施状況を提示できる
こと
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※ 陽性者が多数になる等、聞取り
に時間を要する場合などは休業と
することがある


